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国立大学法人旭川医科大学 第４期中期目標・中期計画（素案） 

 

中 期 目 標 中 期 計 画 

 

（前文）法人の基本的な目標  

 

  旭川医科大学は、地域医療を担う人材育成という大学設置の原点を

踏まえ、更なる教育・研究・医療等の発展、意欲ある医療人の育成、

社会貢献等を果たすため、以下の基本的な目標を定める。 

 

１．豊かな人間性と基礎的能力を育む教育を通じ、研究力、実践的能

力を持ち、国際的感覚を備えた意欲的な医療人を育成する。 

 

２．リサーチマインドを涵養し、独創的で質の高い研究を推進する。 

 

３．ステークホルダーとの共創により、地域社会の活性化を図る。 

 

４．地域医療の充実と先端的な医療の推進を図り、多職種協働による

安全でレベルの高い医療を提供する。 

 

５．大学ガバナンス体制の点検・見直しを進め、安定した財務基盤を

構築する。 

 

 

 

 

 

◆ 中期目標の期間 

 

  中期目標の期間は、令和４年４月１日～令和10年３月31日までの６ 

年間とする。 
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Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 
 

１ 社会との共創  

 

（１）人材養成機能や研究成果を活用して、地域の産業（農林水産 

業、製造業、サービス産業他）の生産性向上や雇用の創出、文化の 

発展を牽引し、地域の課題解決のために、地方自治体や地域の産業 

界をリードする。① 

 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 

１ 社会との共創に関する目標を達成するための措置 

 

計画１ 地域における住民の包括的ケアを支える医療を担う医療人を育成するため、地域

の医療ニーズに応える医師像・看護職者像を共通の到達目標とする。医学科では、学部

教育・初期臨床研修・専門医育成を担う各組織が協働し、卒前・卒後の一貫した医学教

育・医師育成体制を強化する。看護学科では、地域住民の健康を支える意欲と能力を涵

養し、看護職キャリア支援センターと協働し、卒前・卒後のシームレスな看護学教育・

看護職育成体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

1-1 一貫教育に関わる学内組織・部門の連携会議を設置し

年１回開催する 

1-2 地域医療に関する卒前教育、卒後臨床研修の評価にお

ける共通ルーブリック評価表の作成、CC-EPOC（Clinical  

Clerkship E-Portfolio of Clinical training 卒前学生

医用オンライン臨床教育評価システム）の導入 

1-3 地域の第三者（住民、行政・自治体、医療者、医療関

連団体等）の教育プログラム評価委員会、関連教育病院等

運営協議会、研修管理委員会への複数名の参画 

1-4 看護職キャリア支援センターの看護学科教育に関連

する会議を設置し年１回開催する 

1-5 看護職のキャリア向上のための研修会を年４回開催す

る 

1-6 保健師、助産師の道内就職率を平均80％以上にする 

1-7 地域包括ケアに関するコンピテンシーの作成・修正 

２ 教育 

 

（１）研究者養成の第一段階として必要な研究能力を備えた人材を養 

成する。高度の専門的な職業を担う人材を育成する課程において 

は、産業界等の社会で必要とされる実践的な能力を備えた人材を養 

成する。（修士課程）⑦ 

 

 

 

 

 

２ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

計画２ 社会全体が抱える課題の解決を意識し行動できる広い実践的な能力と研究能力

を備えた人材を養成するために、修士論文コースの専門領域の再編を進めるとともに、

高度実践コース修了者（Certified Nurse Specialist）も含め活動状況を確認し教育を

見直すシステムを構築する。 

 

 

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

2-1 修士論文コースの専門領域の再編の実施 

2-2 修士課程修了者の活動状況を確認するシステムを構築 

2-3 修士課程修了者の活動状況とカリキュラムの改善の必要

性について検討する修士課程委員会を年１回以上開催する 
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（２）深い専門性の涵養や、異なる分野の研究者との協働等を通じ 

て、研究者としての幅広い素養を身に付けさせるとともに、独立し 

た研究者として自らの意思で研究を遂行できる能力を育成すること 

で、アカデミアのみならず産業界等、社会の多様な方面で求めら 

れ、活躍できる人材を養成する。（博士課程）⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）医師や学校教員など、特定の職業に就く人材養成を目的とした 

課程において、当該職業分野で求められる資質・能力を意識し、教育 

課程を高度化することで、当該職業分野を先導し、中核となって活躍 

できる人材を養成する。⑩ 

 

 

計画３ 大学院学生・若手研究者とベテラン研究者が集い、ディスカッションできる環境

を整えるために、大学院セミナーや特別講演を積極的に開催する。大学院学生の博士論

文の進捗状況を把握し、必要な支援を行うため、予備審査制度を立ち上げる。基礎医学

系講座、臨床医学系講座の垣根を越えた大学院生の指導・支援体制を構築し、多分野横

断的な研究活動を促進する。また、看護学専攻の博士課程の設置を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画４ ３つのポリシーとアセスメントポリシー（学修成果の評価の方針）について見直

しを行い、学修成果基盤型教育における質保証の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 計画５ 学生の基本的診察能力を評価するための学内、学外の臨床実習における評価シス

テムを整備する。 

 

 

 

 

 

 

計画６ 看護学科OSCE（Objective Structured Clinical Examination 客観的臨床能力

試験）を実施する。学生の自主トレーニング時に特性に合わせた個別指導を行い、学習

意欲と看護技術の向上を図る。 

 

 

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

3-1 セミナー、特別講演を年２回以上開催する 

3-2 博士論文予備審査制度を令和４年度に整備する 

3-3 複数講座による共同執筆論文の割合を50％以上を維持

する 

3-4 学位論文掲載雑誌のインパクトファクターの平均を

３以上とする 

3-5 看護学専攻博士課程設置検討委員会を立ち上げる 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

4-1 ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミ

ッションポリシーの改定 

4-2 シラバス記載方法の変更 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

5-1 OSCE（Objective Structured Clinical Examination

 客観的臨床能力試験）評価のデータベース化 

5-2 学外施設におけるCC-EPOCの導入率を50％にする 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

6-1 OSCE実施前のトレーニング参加率の６年間平均を80％

以上にする 

6-2 初回OSCE合格率を６年後までに90％以上にする 
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計画７ 変化する社会情勢に即応した医療者を養成するため、卒前、卒後教育に関するス

テークホルダーからの意見を取り入れる体制を構築する。 

 

 

 

 

計画８ 第３期中期目標期間において構築した地域協創による「学びの場」における教育

を発展させ、学生が主体的に地域に貢献する活動を地方公共団体・住民組織・保健福祉

専門職等との共同企画により実施し、当事者の視点に立つ地域包括ケアを先導できる 

「自ら育つ」学修を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

計画９ ポストコロナ時代に即した授業、実習のあり方を検討し、LMS（Learning Manage

ment System）、オンライン授業のさらなる充実を図り、授業の質を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

7-1 卒後研修施設や就職先への卒業生評価方法の確立・実

施 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

8-1 地方公共団体・住民組織等が参画する講義を年２回以

上実施する 

8-2 地方公共団体・住民組織・保健福祉専門職等との共同

事業を年３回以上実施する 

8-3 目標達成度に関する学生の自己評価を実施する 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

9-1 オンライン授業に関するFDを年１回以上開催する 

9-2 学生と教員のアンケート調査（オンライン・対面共に

調査）を基にした授業改善点の検討会を年１回以上開催する 

 研究  

 

（１）真理の探究、基本原理の解明や新たな発見を目指した基礎研究 

と個々の研究者の内在的動機に基づいて行われる学術研究の卓越性と 

多様性を強化する。併せて、時代の変化に依らず、継承・発展すべき 

学問分野に対して必要な資源を確保する。⑭ 

  

３ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

計画10 基礎医学、臨床医学、看護学、一般教育等の講座や各種センター等の基礎から臨

床にまたがる多様な部局間の垣根を越えたフォーラム等を新たに設け、研究交流を深め

る。これにより学内教員の学術研究に対する内在的モチベーションを高め、それぞれの

分野において重要で質の高い研究を推進し、後継研究者を育成する意識を高めていく。

また、申請書類の査読等をすることにより、日本学術振興会、日本医療研究開発機構、

民間等からの外部資金をより多く獲得し、各自の研究を推進するとともに、共同利用設

備や機器を増やす等、若手研究者も研究に取り組みやすい環境を大学全体として整備し

ていく。 
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計画11 研究者層を厚くするため、若手研究者（大学院生、学部学生を含む）、学位取得

後の研究者（いわゆるポスドク）、外国人研究者を継続的に支援し、育成する。また、

学術研究に対するモチベーションを高めるため、優れた研究業績を上げた研究者または

グループを大学として顕彰する制度を作る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画12 研究シーズの発掘・育成から臨床研究までのシームレスな研究支援体制の充実・

強化を図る。 

 

 

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

10-1 学内研究フォーラムの実績：１回以上／年（第４期

中期目標期間中の平均） 

10-2 令和４年度に研究年報の様式を策定し、令和５年度

以降、毎年度作成する 

10-3 学外共同研究の実績：60件以上/年（第４期中期目標

期間中の平均） 

10-4 外部資金の獲得金額の実績 

科研：280,000千円以上/年（第４期中期目標期間中の平均） 

科研以外：880,000千円以上/年（第４期中期目標期間中の

平均） 

10-5 第４期中期目標期間中、科学研究費申請に係る査読を

実施し、その効果を検証する。実際に効果が出るまでには時

間がかかると予想されるため､第４期中期目標期間最終年度

の採択率を30％以上とする。 

10-6 第４期中期目標期間中に、外部資金の間接経費を使

用して共同利用設備や機器を整備する 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

11-1 令和４年度に学内公募による研究者資金援助の制度

を整備し、令和５年度以降実施するとともに、その効果を検

証し、最終年度において評価する 

11-2 講演会、セミナー：２回以上/年（第４期中期目標期

間中の平均） 

11-3 令和４年度に研究表彰に関する新しい制度を構築し、

令和５年度以降、年２件以上表彰する 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

12-1 令和４年度中に研究支援体制を見直し、令和５年度

から新たな体制で支援を行い、最終年度に評価する 
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４  その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

 

 

（１）世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療 

を安全かつ安定的に提供することにより持続可能な地域医療体制の構 

築に寄与するとともに、医療分野を先導し、中核となって活躍できる 

医療人を養成する。（附属病院）⑳ 

 

 

４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項に関する目標を達成するための措

  置 

 

計画13 看護師特定行為指定研修機関として、高度急性期から在宅療養までを支え、患者

の意思を尊重し、的確な特定行為を実施するとともに、社会に貢献できる看護師を養成

する。また、地域の医療機関の看護師が研修に参加することにより、地域全体の看護レ

ベルの向上にも寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

計画14 高齢者や障がい者を含む地域住民への生涯健康スポーツ、並びに、心身の健全な

発達を促す学童・生徒の学生スポーツ、そして、記録と成果を競うため身体を酷使する

競技スポーツを行う人々までの広い対象者に対して、長く健康でスポーツ活動を継続す

ることができるように、医科学的なサポートを実施する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

計画15 開発途上国の保健従事者を対象とした医療制度・医療政策に関する研修会を開催

し、研修員との情報交換を通して内容を更新し充実を図る。過去の研修員との情報交換

の機会を定期的に持つとともに、研修員の活動する医療現場・地域環境を視察し、新た

な研修ニーズを探索し実施に向けた準備をすすめる。また、国際交流を推進するため 

に、国際交流推進室の機能強化を図る。 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

13-1 大学病院に在籍する看護師のうち、６年間で８名の

研修を修了する 

13-2 地域の医療機関に在籍する看護師のうち、６年間で

４名の研修を修了する 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

14-1 住民、各団体への支援数実績：27件以上/年（第４期

中期目標期間中の平均） 

14-2 住民向け講演会、研修会の実績：２件以上/年（第４

期中期目標期間中の平均） 

14-3 スポーツ医、トレーナーなどの資格取得者実人数実

績：12名以上/年（第４期中期目標期間中の平均） 
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評価指標 

（達成水準を含むこと） 

15-1 海外の保健従事者を対象とした医療制度・医療政策

に関する研修会を年１回以上開催する 

15-2 第４期中期目標期間中、JICA過去研修員との情報交

換会（リモートを含む）を開催する 

15-3 第４期中期目標期間中、JICA過去研修員の活動フィ

ールドを訪問する 

15-4 海外から受け入れた学生、研究者、医療従事者等の数

実績：８人以上/年（第４期中期目標期間中の平均） 

15-5 海外に派遣した学生、研究者、医療従事者等の数実

績：11人以上/年（第４期中期目標期間中の平均） 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
 
（１）内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経 
営に生かすための仕組みの構築、学内外の専門的知見を有する者の法 
人経営への参画の推進等により、学長のリーダーシップのもとで、強 
靭なガバナンス体制を構築する。㉑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備に 

ついて、保有資産を最大限活用するとともに、全学的なマネジメント 

による戦略的な整備・共用を進め、地域・社会・世界に一層貢献して 

いくための機能強化を図る。㉒ 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

計画16 内部統制機能を実質化させるための統制環境（法令遵守の気風）を整備するた 

め、定期的なコンプライアンス研修を実施、また、学長権限となっている重要事項を整

理見直し、必要に応じ会議体等におけるチェック機能を付加する。 

 

 

 

 

 

 

計画17 将来のニーズや優先度を考慮し効率的なスペースの運用・再配分を行うため施設

のトリアージを実施し、施設規模の最適化を図るとともに、施設・設備の整備にあたっ

ては、多様な財源を活用する。 

 

 

 

 

 

計画18 資産を効率的に運用するため、不効率資産の利用拡大や共同利用による集約化を 

促進するとともに、「設備マスタープラン」の更なる実質化を図り、計画的に整備す 

る。 

 

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

16-1 コンプライアンスに係る研修を年２回以上開催する 

16-2 学長権限のみで行う事項の見直し 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

17-1 キャンパスマスタープランの見直し 

17-2 毎年度、点検評価を実施 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

18-1 設備マスタープランの見直し 

18-2 毎年度、点検評価を実施 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

 

（１）公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進め 

るとともに、適切なリスク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有 

資産の積極的な活用、研究成果の活用促進のための出資等を通じて、 

財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。併せて、目 

指す機能強化の方向性を見据え、その機能を最大限発揮するため、学 

内の資源配分の最適化を進める。㉓ 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

計画19 病院収入をはじめとする自己収入や予算執行等の各種財務データを分析・活用 

し、人員計画、資金計画等を作成するとともに、寄附金等外部資金の受入を促進し安定

した財務基盤を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

19-1 財務の健全性「流動比率130％以上、長期借入金返済

比率5.0％以内（第４期中期目標期間最終年度）」 

19-2 経営の効率性「一般管理費比率1.5％以内、診療経費

比率65.0％以内、人件費比率42.9％以内（第４期中期目標期

間における平均値）」 

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び

評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項 

 

（１）外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己 

点検・評価の結果を可視化するとともに、それを用いたエビデンスベ 

ースの法人経営を実現する。併せて、経営方針や計画、その進捗状況 

、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会発展へ 

の貢献等を含めて、ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとと 

もに、双方向の対話を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得す 

る。㉔ 

Ⅳ  教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状

況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

計画20 点検評価室の下、中期計画の達成状況に係る自己点検評価、大学機関別認証評価

や分野別評価等の外部評価及び外部評価に係る自己点検評価を通じて、法人経営の改善

・向上に務める。また、自己点検評価や外部評価の結果等について、社会へ積極的に情

報発信するとともに、ステークホルダーからの理解・支援を得るために、大学に係る各

種情報（学生の状況、卒業生の状況、財務の状況、施設の状況、病院の状況等）につい

て、ホームページ等でわかりやすく示し、「見える化」を推進する。 

 

 

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

20-1 中期計画の達成状況 

20-2 ホームページ掲載内容の定期的な評価 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

（１）AI・RPA（Robotic Process Automation）をはじめとしたデジタ 

ル技術の活用や、マイナンバーカードの活用等により、業務全般の継 

続性の確保と併せて、機能を高度化するとともに、事務システムの効 

率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運営体制を整 

備し、デジタル・キャンパスを推進する。㉕ 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

計画21 学内各種手続きのオンライン化を促進し、教務情報、学生情報のシステム化及び

窓口でのキャッシュレス化を進め、学生サービスの向上と業務の効率化を図る。 

 

   

   

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

21-1 学内各種手続きのキャッシュレス化の検討 

21-2 教務システムの導入 

21-3 学生アンケートの実施 

21-4 教員アンケートの実施 
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計画22 全構成員各々が役割に応じた責務を果たせるように、教職員には情報セキュリテ

ィに関する講演会を毎年度開催するとともに、学生には情報セキュリティ教育を授業形

式で継続的に行う。なお、情報セキュリティ講演会については参加状況を把握し、未受

講者が資料閲覧できるよう整備を行う。また、採用される教職員や新入生・編入生・留

学生対応として、本学の情報システムやネットワークを利用する際に順守するべき必要

最低限の内容を記載したリーフレットを配布し周知徹底を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

（達成水準を含むこと） 

22-1 第４期中期目標期間中に情報セキュリティに関する

講演会又はe-ラーニング参加者を全職員の90％以上とする 
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（その他の記載事項） 

 

（国立大学法人法第31条第２項） 

３予算（人件費見積を含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 

 

４短期借入金の限度額 

 

 

 

５重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

 

 

 

６余剰金の使途 

 

 

 

（国立大学法人法施行規則第７条） 

１施設及び設備に関する計画 

 

 

 

２人事に関する計画 

 

・人件費管理について、現行の定員管理方法を検証し、適切な人事管理方法を採用する。 

 

・事務職員等の採用等にあたり、北海道地区国立大学法人等採用試験の活用のほか、選考

採用の仕組みを構築し、必要に応じて多様な人材を確保するとともに、事務職員等の人材

育成に努める。 

 

・大学運営の諸会議において、女性の視点にもとづく意見を効果的に取り入れるために、

男女比率の偏りを改善する。 
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３中期目標の期間を超える債務負担 

 

 

 

４積立金の使途 

 

 

 

５その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項 

（１）コンプライアンスに関する計画 

 

・本学における研究活動の不正行為防止計画に基づき、毎年度「研究活動の不正行為防止

実施計画」を策定し、不正行為を発生させない環境を醸成する。また、毎年度、前述の実

施計画に対する実施状況を総括する。 

 

・毎年度コンプライアンスに係る研修を開催し、役職員に必要な教育、研修、意識啓発等

を行う。 

 

 

（２）安全管理に関する計画 

 

・毒物、劇物等の規制対象物質の適正な管理・使用を徹底する為、「化学物質取扱の手引

き」の見直しを適宜行い、法令遵守を徹底するための各種手続き、手引きを学内ホームペ

ージ上に掲載するとともに、化学物質等の安全パトロール活動を実施する。 

 

・役職員の健康や人権を守るため、メンタルヘルス研修、ハラスメント防止研修等を実施

し、役職員のメンタルヘルスに対する関心の向上や、ハラスメントに対する知識の深化を

図る。 

 

（３）マイナンバーカードの普及促進に関する計画 

 

・マイナンバーカードを使用した健康保険証のオンライン資格確認を利用し、患者サービ

スを推進するとともに、業務の負担軽減も行う。また、マイナンバーカード普及促進に向

けて、広報用資料等を用い、全学メール・学内HP等を活用した学内啓発活動を実施する。 

 

 

 

 


